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会  議  録 

 

会議の名称 
令和７年度第３回川越市社会福祉審議会児童福祉専門分科会 

子ども・子育て会議 

 

開 催 日 時 

 

令和７年１１月４日（火） 

１０時００分 開会 ・１２時００分 閉会 

開 催 場 所 

 

川越市役所 本庁舎７階 第１・第５委員会室 

 

議長（委員 

長・会長） 

氏名 

 

平野方紹会長 

委員出欠 

状況 

出席：１７名 

鈴木副会長、今野委員、松本委員、中田委員、梅田委員、 

影山委員、井守委員、長谷部委員、山本委員、須澤委員、 

鈴木友子委員、長峰委員、田代委員、近藤委員、福木委員、 

浦松委員 

欠席：２名 

有光委員、田村委員 

傍聴人 １人 

事務局職員 

職 名 

こども未来部長、こども未来部副部長（こども政策課長）、 

こども育成課長、こども育成課副課長、こども家庭課長、 

こども家庭課副課長、保育課長、保育課副課長、母子保健課長、

療育支援課長、児童発達支援センター所長、教育財務課副参事、 

教育センター所長、こども政策課副課長、こども政策課副主幹、 

こども政策課主査、こども政策課主任 

会 
議 
次 
第 

1 開会 

2 挨拶 

3 報告 

(1) 保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について 

4 議題 

(1) 「川越市こども計画」の進捗管理について 

5 講話 

 「こどもの権利の実現のために」（梅田委員） 

6 その他 

7 閉会 
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配 布 資 料 

・次第 

・委員名簿 

・保育所等の職員による虐待に関する 

通報義務等について ・・・（資料 1） 

・保育所や幼稚園等における虐待の防止 

及び発生時の対応等に関するガイドライン ・・・（資料 2） 

・「川越市こども計画」の進捗管理について   ・・・(資料 3) 

・川越市こども計画の評価シート（案）    ・・・(資料 4) 

・子ども・子育て支援法に基づく基本指針 

（一部抜粋） ・・・（資料 5） 

・こどもの権利の実現のために        ・・・（資料 6） 

会議要旨 

3 報告 

(1) 保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について 

・保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について、事

務局より報告があった。 

 

4 議題 

(1) 「川越市こども計画」の進捗管理について 

・新たに策定した川越市こども計画の点検・評価について、事

業評価シートの変更と、新たに基本目標評価シートを追加す

ることにより、PDCA サイクルをより意識し、基本目標ごとに

進捗管理を行っていく旨の説明があり、種々意見交換を行っ

た。 

 

5 講話 

「こどもの権利の実現のために」 

・梅田委員より、こどもの権利条約の４つの原則、こども基本

法の６つの基本理念を中心に、弁護士としての経験を踏まえ

ながら、川越市こども計画における権利の実現について、講

話を行った。 

 

6 その他 

・事務局より、第４回分科会は令和８年２月の開催を予定して

おり、日程が決まり次第、改めて正式な開催通知を発出する

旨の説明があった。 
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議  事  の  経  過 

発 言 者 議題・発言内容・決定事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

委員 

※本資料では以下のように表記する。 

川越市社会福祉審議会児童福祉専門分科会 

（川越市子ども・子育て会議） → 分科会 

 

1 開会 

 

2 挨拶 

 

3 報告 

（１）保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について 

事務局より資料１、資料２に基づき、保育所等の職員による虐待に

関する通報義務等について説明を行った。 

説明内容の概要は以下のとおり。 

 

（資料１） 

令和７年４月の児童福祉法等の一部を改正する法律により、保育所等

の職員による虐待に関する通報義務等について、令和７年１０月１日

より施行となった。これにより、保育所等の職員による虐待について、

虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務、都道府県等に

よる事実確認や児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置、

都道府県が行った措置に対する児童福祉審議会等への報告、都道府県

による虐待の状況等の公表、国による調査研究が義務付けられたもの

となる。 

 

（資料２） 

・今回の改正により、国が作成した「保育所や幼稚園等における虐待

の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」も改正となっ

た。 

・１４頁のフローチャートのうち、川越市は中核市であるので、市町

村かつ所管行政庁であり、両方の対応を行うこととなる。所管行政

庁の対応にあるとおり、虐待通報等への対応を実施した場合には、

分科会において報告することとなる。 

 

今回の報告について、委員の方に意見を伺いたい。 

 

施設内の虐待については、職員一同、私も含め、絶対にあってはなら



(4 / 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ないものとして取り組んでいる。ただ、虐待についてポイントとなっ

てくるのは、個人的要因だけではなく、外部的要因がどれだけあるの

か、この２つの部分をしっかりとしていかなければ、根本的な問題解

決にはならないと考えている。その人の環境がどうだったか、虐待が

引き起こされやすい環境になっていなかったかどうかというところ

も含めて整理していかなければならない。事故、虐待ではなく、ヒヤ

リハットが起きたときも、そういったところを含めて精査していくこ

とを大事にしている。 

 

・高齢者が関わる虐待については、原因が一つではない部分があり、

原因が見えにくい事件が増えている印象である。 

・一方で施設内、自治体、県単位や協議会という団体内で研修はかな

り行われている。私自身も直接的ではないが、研修を担うこともあ

る。特に年齢問わず、入りたての方は何が虐待で、何が虐待でない

のかということの整理がついておらず、悪い意味で寛容であったり

する事例もある。従来の形とは異なる、研修を受ける人の状況や特

徴に沿ったプログラムも必要であると感じている。 

 

・幼稚園は教育機関で、教育となると、達成目標は必ず出てきて、ま

た色んな行事に向けてのクラス運営がある。幼児教育の中では、親

しむことや色んなことに触れて学ぶという形をとってはいても、ク

ラス担任として他のクラスよりもとか、うちのクラスではというと

ころで、それぞれ個人によって取り組み方の違いがあり、ちょっと

した見栄的なものが発生してしまうと、本当はこども達に楽しく、

様々なことを学んでもらうはずのところが、させる、させられると

いうようになってしまって、結果的に達成させなければという形

で、課題的になってしまうのではないかと想定している。資料１の

８頁に分かりやすい事例がある。３歳児が苦手なものを食べること

を嫌がって逃げ出すという、よくあるケースである。それに対し、

考え方のポイントの中で、段取りを踏まえて色々と書かれている。

こういった法律ができましただけでなく、定期的に具体的な研修を

行って、全職員が参加するということがあってもいいのではないか

と思う。 

・どうしても個々の特性と発達や早生まれ等で違いもあるため、その

子が困っていることにしっかりと目を向け、個別指導が図れるよう

な体制作りをすることで、虐待が防げるのではないかと思う。こど

もの発達の違いと、クラスとしてまとめなければいけない先生のク

ラス運営のバランスが悪くなると、個々のこどもにしわ寄せがいっ

てしまうことがある。個別に関われるよう、しっかり予算をとって、
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副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加配が付き、人手が充実するとすごくありがたいと思う。 

 

・以前より、保育所の場合は、通園するこどもに対する虐待を疑われ

るようなことは、すぐに児童相談所やこども家庭課へ通報義務があ

ったが、１０月から保育所の職員による虐待に対する通報義務とい

うのが加わった。数年前、埼玉県内の公立保育所で、現在では虐待

となるような強引な保育が発生した際、埼玉県保育協議会におい

て、保育の質を高めるための振り返りリストを作成した。今回、国

から出ているガイドラインにも、色々なチェックリストを作成し、

保育環境をもう一度振り返るよう促す内容があり、職場環境も非常

に大事であると思っている。 

・以前は、保育士一人一人が保育の力を上げていけば、保育所全体の

保育の質が上がると考えられていたが、現在はそれに加えて、チー

ム力というか、お互いのコミュニケーション能力や、職場全体をチ

ームとして考えていかないと、この保育所の職員による虐待の通報

義務が機能しない恐れもあると考える。 

・我々の保育所も、長く勤務している職員と、最近、保育士となった

職員とでは考え方に違いがある。長く勤務している職員には、考え

方を変えるということと、最近、保育士となった職員は、若干保育

が委縮しており、どんな言葉かけをしたらよいのか、これをやって

いいのか、大きな声でこどもへ指導してはいけないのか、という迷

いがあるので、様々な幼稚園や保育所等で、虐待を防止するための

研修等が受けられるといいなと思う。 

 

先ほど話にあったように、どこまで関わるのか、どこからいけないの

かということを、きちんと学習してもらうことが必要である。一方で、

あまり萎縮しすぎても困るし、きちんとこどもに関われるよう、安心

して保育ができるよう、研修等での普及も含め、考えていければと思

う。虐待がないことが、こどもにとって一番理想であるが、もし起き

てしまった場合は、真摯に考えていきたいと思う。 

 

4 議題 

(1)「川越市こども計画」の進捗管理について 

事務局より資料３、資料４、資料５に基づき、「川越市こども計画」

の進捗管理について説明を行った。説明内容の概要は以下のとおり。 

 

（資料３、資料４、資料５） 

・新たに策定した川越市こども計画について、基本理念の実現や基本

目標の達成に向け、年度毎に事業の進捗状況を把握するとともに、
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会長 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

分科会において点検評価を行うこととしている。各所管課が作成す

る事業評価シートについては、より PDCA サイクルを強く意識した

シートへの見直しを行う。こども計画において数値目標を設定して

いる定量評価対象事業については、評価基準に基づき abcdeで評価

を行う。数値目標を設定していない定性評価対象事業については、

事業を客観的に評価することが馴染まないため、評価は行わず、定

量評価対象事業同様に事業の振り返り、現状の分析、課題の抽出、

次年度への方向性を記載し、進捗管理を行う。 

・新たに基本目標評価シートを追加し、６つの基本目標毎の取組状況

や現状の分析、課題抽出を行い、翌年度以降の市の取り組みについ

て記載する。分科会においては個別の事業だけでなく、計画全体の

方向性についても審議いただき、翌年度の取り組みや事業の見直し

に繋げていくことを考えている。 

 

御意見、御質問等があれば伺いたい。 

 

数値では表せない部分もあるかと思うので、定量評価対象事業と定性

評価対象事業で評価の仕方を分けることは適切であると思った。 

 

どのくらい達成したかというところで、数値化することや人により感

じ方が異なる充実度もあるが、自分としては事業について市民が知ら

ないことが一番問題だと思っているので、知名度がどれくらいあるの

かも指標の１つになるのではないかと思った。 

 

定量評価対象事業と定性評価対象事業に分けたことは有意義だと感

じた。数値が高いに越したことはないが、分けることでより分かりや

すくなると思う。 

 

定量評価対象事業と定性評価対象事業に分けることは、評価する上で 

非常に大事な点だと思う。また、利用している方の声を聞くことも非

常に大事だと思うので、いかに利用者の声を聞くかも含め、評価をし

ていくことが大事だと思う。 

 

定量評価対象事業と定性評価対象事業に分けたことにより、管理しや

すくなり、またチェックもしやすくなると感じた。市民にも川越市の

状況を伝えていくことも大事だと思った。 

 

定性での評価については、事業それぞれが何を目標としているのかと

いうところが分かりやすいと、こども計画との繋がりも認識しやすく
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委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

 

なり、評価にも繋がっていくと考えた。 

 

定量評価対象事業と定性評価対象事業で評価の方法を分けたことは、

それぞれの性質や特性に合わせて、より有意義で実践的な内容になっ

て良いと思う。今後、進めていく中で一つ留意しなければいけないと

感じたのは、定性評価対象事業は、達成基準がないというところは、

事業の性質上であることは理解できるが、事業を進めていく中で、具

体的にどういったところが推進されて、改善されているのかというと

ころが、分かりにくくなってしまうところもあるのではないかという

点である。その際には、なぜ定性的な指標にしたのかという点をある

程度はっきりしておかないと、しばらく経つと分からなくなってしま

うこともあると思うので、そういったところも整備しつつ、両面でや

っていった方がいいと思った。 

 

定量評価対象事業と定性評価対象事業で、それぞれの側面で評価がで

きることはいいことだと感じた。それぞれの事業が大切にしているこ

となど、振り返りがないと方向性がずれていってしまうと思うので、

この評価によって、一旦そこに立ち戻って大切なところとか、振り返

る機会になるので、すごく有意義なものであると思う。内容について

は、毎年同じ内容になってしまうと、形式的なものになってしまうと

思うので、内容も改善しながら、より評価がきちんとされて、その事

業に向き合う思いが、より良いものになっていったらよいと思った。 

 

親もこどもの言ったことを聞き逃している部分がたくさんあると思

うので、ぜひ、こどもからの意見を受け付けることは今後も外さず、

ここに一番重点を置いてほしいと思う。 

 

評価の方法については、他の委員と同じ意見である。それから、市民

に分かりやすくしていくということと、その先の今後どのようにして

いくのかというところが大事であると思った。 

 

評価の方法については、丁寧で分かりやすくていいなと思った。ただ、

定性評価対象事業については、数値目標を立てていないので、どのく

らい達成できているのかというところが、数値以外で確認できればい

いなと思った。 

 

・別の機会に、定量評価できないものを無理矢理、定量評価に当ては

め、結果的にぎこちなさを感じるというケースがあったので、分け

て評価するのはいいと思う。ただ、定量評価対象事業と定性評価対
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副会長 

 

 

 

会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

象事業の仕分けは難しいのではないかと思った。 

・評価シートについては、市の取り組みだけでなく、新たに制度がで

きたり、人口動態が変わったり、最近では新型コロナ感染症の影響

を受け、事業の目標が達成できないということがあったと思うが、

そういった計画の目標に影響する社会的な環境変化について記載

されていると、見ていきやすいと思った。 

 

どの事業を定量評価にし、定性評価にするのかという部分を明確にし

ておく必要があるかなと思った。全てを定量評価にすることは難しい

が、定性評価にしてしまうと分からなくなってしまう部分もあるかと

思う。そこを恣意的にならないように工夫してほしい。 

 

今回の方法で評価することによって目標の達成度や実数値が低けれ

ば、そこに課題が見えてくると思うので、今後どこが本当に必要なと

ころなのかが見えてきて非常に良いと思う。本当に必要なこどもたち

への支援や計画が進み、川越市独自の事業が分かりやすくなればいい

のかなと思う。 

 

評価の方法については、特に異存はない。これだけの事業があって、

いかに市民に事業を知ってもらうということも、評価とともに考えて

いく必要があると感じた。 

 

委員から様々な意見を伺うことができた。これで完成ということでは

なく、またこの方法で実際に評価してみて、議論の中で意見が出れば

また変更していくという形になるかと思う。事務局から何かあるか。 

 

・定量評価対象事業と定性評価対象事業の分け方については、既にこ

ども計画の中で、各事業について指標を設けているものと設けてい

ないものが整理され、掲載されているところである。定性評価対象

事業とは、例えば相談事業では、相談件数が増えることが目標とは

設定しづらく、相談内容やそういった状態をきちんと把握できるよ

うな指標を設けている。定性評価対象事業の評価については、評価

シートの現状の分析と課題と、それを踏まえた次年度の取り組みに

重きを置いていきたいと考えている。 

・各事業が何を目標としているのかという点については、事業の内容

等と、どういう目的であるかが分かるような工夫をしていきたいと

考えている。 

・こども計画と各事業がどう繋がっているのかという点が、これまで

なかなか見えづらかったところであるが、新たな基本目標評価シー



(9 / 13) 

 

 

 

 

 

会長 

 

全委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トにより、こども計画の達成に向けて、一つ一つの事業が順調に進

んでいるのかという視点で分析、評価し、より効果的に進捗管理を

行っていきたいと考えている。 

 

その他、意見等あるか。 

 

（特になし） 

 

5 講話 

こども権利の実現のために 

梅田委員より、資料６に基づき、「こどもの権利の実現のために」を

テーマとして講話があった。 

概要は以下のとおり。 

 

・弁護士として活動している中で、大人と同様にこどもを対象とした

支援を行うこともある。ケースを踏まえてお話する。 

・犯罪行為をしてしまったこどもに対し、弁護人、付添人としての活

動がある。一般的に、こどもは大人と比べて言葉やものに対する知

識が少なく、伝達する能力が乏しいために正確に説明することが難

しい。また、大人の庇護下にいること等から、大人から期待されて

いるであろうことを言ってしまいやすく、誘導されやすい。 

・犯罪被害や虐待にあったこどもに対し、刑事手続において被害者参

加弁護士として、また相手方との交渉のために代理人となって行う

活動がある。こどもは、自分が犯罪行為を受けていること自体が分

からない、認識していないということもあり、声をあげることが難

しい。相手方に損害賠償してもらうために代理人として交渉した

り、また、刑事裁判において、こども自身が意見を述べる場面等で、

支援を行ったりする。虐待にあったこどもの場合には、こどもの代

理人となって、こども自身がどうしていきたいのか希望や意見を聴

いて話し合いをし、児童相談所と調整し、親との関係調整を図るこ

ともある。 

・間接的にはなるが、夫婦の間で考え方が異なり、こどもが夫婦間の

紛争に巻き込まれてしまうということもある。親の代理人のとき

に、こどもの対応について助言をすることもある。 

・最近では、いじめ等、学校生活におけるこどもの支援も増えている。 

・今まで出会ったこどものケースは、家庭内や周囲の環境の問題、本

人の特性や発達の問題など様々な原因が複雑に入り組んでいる。そ

れら原因に着目し、調整していくことは大切であるが、今目の前に

いるこども自身と、向き合うことが何よりまず大切である。 
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・人間はみな基本的人権を享有している。生まれた時から必ず持って

いるからこそ、一人一人自由であって平等である。ただ、実際には、

こどもは、大人よりも身体や能力、経験、情報等が当然乏しい。そ

のため、人権侵害を受けやすく、こどもを保護する対象と考えがち

になる。しかし、弱くて守られるという存在だけではない。こども

は、大人と同じ権利の主体であるということを忘れてはならない。 

・日本では、こどもの権利条約が 1994 年に批准された。こどもの権

利条約には４つの原則が定められている。これを受け、令和５年に

施行されたこども基本法には、６つの基本理念があげられている。

こども基本法が制定された背景としては、少子化やこどもの取り巻

く環境を良くすることが挙げられるが、それ以前の問題として、こ

どもの権利、こどもが存在すること自体が尊いということが前提で

あることを改めて強調したい。 

・川越市こども計画についても、こども基本法の６つの基本理念にか

なっていることが必要である。こども施策の実施評価においては、

６つの基本理念にかなっているかどうか、こどもからの意見を聞

き、反映させることが前提となっている。分科会において、様々な

立場の委員が集まっていると思うが、それぞれの立場から一人一人

のこどもを思い浮かべながら、どのようにこども計画を進めていく

のかを話し合えればと思っている。いろいろなこどもを知って、全

体のこどもの権利を実現できる機会になればと思う。 

 

委員の皆さんから感想を伺いたい。 

 

弁護士としてのこども達との関りや、こどもの実態について伺うこと

ができた。この分科会で様々な分野の方が意見を出し合い、こども計

画を着実に遂行していくこと、またこどもたちの意見をしっかりと反

映できるよう、実践していくことが大切だなと思った。 

 

我々の施設も児童福祉施設なので、こどもの権利条約、こども基本法

を念頭に置いて仕事をしている。特にこども基本法の基本理念の５番

目と６番目、子育てをする家庭が１人で追い込まれないようにどうサ

ポート体制を整えて、こども達が夢を持ってこの社会で暮らすことに

幸せを感じてもらいたいと考えている。そのためには、社会としてど

のように責任を果たしていくのかということが問われているという

ところで、改めて勉強になった。 

 

主任児童委員の活動をしていて、様々な親子の話が出るが、どう対応

したらいいのか悩むことも多い。そういった対応について、なかなか
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弁護士の方に直接相談することも難しいと思うが、そういうときはま

ずは児童相談所へお願いするものなのか。 

 

虐待については通報義務があるので、児童相談所へ通報してもらえれ

ばと思うが、例えば親子間の調整をした方がいいとか、そういった場

合には、弁護士事務所に相談してもいいし、埼玉弁護士会では、子ど

も弁護士ホットラインでこどもの相談を受け付ける日を設けている。

法テラス埼玉では、無料法律相談を行っている。 

 

幼稚園で対応していると、こどもに興味のない親や、干渉しすぎてい

たり、要求しすぎていたりする親など、様々な親がいる。ただ、こど

もにもしっかり意思があり、乗り越えられないときには応援し、自分

でやりなさいということも成長する上で必要なことであるが、それが

虐待と言われてしまうとちょっとドキッとしてしまう。そこをきちん

と論理的にできるようにと思う一方、大人の都合でこどもが理不尽に

嫌な思いをしないように関わっていかなければならないと改めて思

った。 

 

分科会の委員として、また人権擁護委員の一人として、少しでも何ら

かの形で役に立てたらなと思いを強くした。 

 

状況に苦しさを感じているこどもで、大人に比べて声を上げにくかっ

たり、状況を理解しきれていなかったりするようなこどもが、権利を

主張するために、その正当性を法律の専門家の方に声を補ってもらえ

るという状況は、すごくこどもの強い味方であると感じた。私も大学

生という立場を活かして、斜めの関係を作って学習支援、こどもの居

場所支援をする活動をしているが、こどもを取り巻く社会に、そうい

った色々な立場でこどもの味方になれる人がいて、苦しい状況にある

こどもたちと繋がれるといいなと思った。 

 

特にこども基本法の６つの基本理念は、今後、分科会で話し合う中で

常に基本の理念として置いた上で中身を確認していく必要があると

感じた。 

 

我々のＮＰＯ法人としては、こども達、親の居場所づくりを主に大切

にしているので、様々な親子と出会う機会も多い。こどもの権利を守

るために、親としてできること、地域としてできることを思い浮かべ

ながら聞いていた。様々な親子と出会うことができる立場であるの

で、何ができるかを改めて考えていきたいと思った。さらに、この分
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科会でこどもの権利を考えていく意義と、その上でこの分科会が大切

な場であるということを改めて実感した。 

 

産後ケアを行っているので、授乳中の赤ちゃんのお母さんと良く出会

う。自分が虐待をしそうと不安に思っているお母さんの相談先がなか

なかなく、児童相談所を案内するが、相談することを躊躇してしまう。

そういった場合の相談先があれば教えていただきたいと思った。 

 

我々の団体でも居場所づくりをしていて、そういった相談を受けるこ

とや、これから保育士を目指す学生と出会う機会も多く、虐待や不適

切な保育をしてしまわないか不安に感じているという話も聞く。そう

いったときは、保護者や学生と出会う機会が多い私達が地域の総合窓

口となって、色々な場に繋ぐことができたらと考えている。引き続き、

どこに相談に行ったらいいのか、または困っている人がいるという情

報にアンテナを張っていきたいと思う。 

 

こどもが弁護士と出会うケースについて話を伺って、こどもそれぞれ

がみんな良い環境で育つように、大人が見守っていけるような社会に

しなければいけないと感じた。私達は日々市民の皆さんが健康に過ご

せるようにとお話しているが、心の健康ということも大切なことだと

感じさせられた。 

 

日頃からこども達を見ていて、一人ひとりに様々な家庭環境が背景に

あって、本当に困っているこどもも中にはいる。学校としても、なか

なか声が出せないこども達の表情や行動をくみ取り、これからもアン

テナを高く察知して、行政機関や児童相談所といった関係機関と連携

をとりながらこども達の権利を守っていく立場として努めていきた

いと、改めて深く感じる機会となった。 

 

他市での話だが、ずっと引きこもっていたこどもが措置入院で精神病

院に入院し、退院後に自宅にも事情があって戻れず、児童養護施設、

障害者の入所施設も不足していて受け入れができず、グループホーム

に入所することとなった。各自治体に相談支援センターが設置されて

いるが、相談を受けても繋ぐ先の入所施設等がないということが起き

ている。ぜひ、切れ目のない支援ということで、改善していただきた

いと思う。 

 

私は立場的に若者と付き合うことが多いが、複雑な家庭環境などが背

景にあるこどもが、その環境について周りの教員や支援者に話すとい
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うこと自体がなかなか難しいことであると感じている。さらにそうい

った事情を共有できて、色々な大人を頼ることや制度、サービスにつ

いて情報提供しても、実際に繋がるということもなかなか難しいと思

う。また、そのこども自身が家庭や親をかばい、外と繋がっていくこ

とをこども自身が塞ぐこともある。その一方で、こどもは権利の主体

と考えると、閉じていこうとするこどもを開いていくことはなかなか

難しいところであるなと、改めて感じた。 

 

弁護士の方が、分科会に入る意義を改めて感じた。今後も色んな意見

をいただいて、良い分科会にしていきたいと思った。 

 

保育に携わる者として、こどもの権利条約の４つの原則とこども基本

法の６つの基本理念に立ち返り、確認していかなければならないと改

めて思った。また、川越市こども計画が市民生活に反映され、生き生

きとしたこども計画になっていけばいいなと思う。 

 

今後も、ぜひ委員の皆さんの色々な知見を一緒に学びながら、考えて

いければと思っている。 

 

6 その他 

事務局より続けて事務連絡を行った。 

・本分科会の議題への意見や質問等がある場合、会議シートにて、 

１１月１８日（火）までにメール、郵送、ＦＡＸにて提出をお願い

したい。 

・第４回分科会は２月の開催を予定している。 

 

7 閉会 

 

 

 


